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従業員給与実態調査報告書

（令和 7 年３月）

一般社団法人　山口県建築協会
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令和７年３月

　会　員　各　位

一般社団法人　山口県建築協会

　　　会　長　　磯　部　雄　一　

「従業員給与実態調査報告書」の送付について

　地域における建設産業を取り巻く環境は、建設資機材価格の高騰等の影響を大き

く受けたほか、能登半島の地震・豪雨の二重災害など大規模な災害が発生するなど、

地球温暖化による豪雨・豪雪の増加、熱中症や感染症への懸念もされています。さ

らに、長期にわたる建設投資の減少の中で、労働環境の悪化や雇用力の低下など多

くの課題を抱えており、とりわけ若手技術者や技能労働者不足が深刻化している状

況です。

　2024 年 4 月施行の働き方改革関連法により、建設業においても長時間労働の是正

の実施が求められていますが、適正工期の設定など発注者との取引環境もその要因

にあるため、関係者を含めた業界全体としての環境整備が必要です。さらに、適正

な賃金水準の確保のため、公共工事の労務単価が１０年続けて引き上げられていま

す。

　建築産業の担い手確保に当たっては、建築産業の魅力を高め、若年層や女性の入

職を促進し、適切な賃金水準の確保や社会保険の加入促進、長時間労働の是正や完

全週休２日に向けた環境整備をするなど建築就業者の働き方の改善を図ることが求

められています。

　こうした中、建設業の適正な管理・運営を行う上で、本調査資料を参考にしてい

ただければ幸いに存じます。

末尾となりましたが、会員１１１社のうち８２社（７３．８％）が調査票を提出され、

ご協力を得ましたことを厚くお礼申し上げます。
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は　じ　め　に

１、調査の目的

　　　会員の令和６年 12 月分の給与及び令和６年中の賞与の実態を明かにし、　　

　会員の給与管理上の参考資料とすることを目的とする。　　

２、調査の方法

　　　会員に調査票を送付し、回答を求めた。

３、調査票提出会員数

　　　調査票提出会員数は、次表のとおりで、提出率は 73％であった。

　（注）令和６年 12 月末現在の会員数は、111 社である。

４、調査対象従業員

　　　建築技術職員、土木技術職員、営業職員、事務職員及び運転手の全員を対象

　　とし、会社（組）の代表者、非常勤または臨時の、役職員、土木建築以外の技

　　術職員、作業員、大工、左官等の労務者及び兼業部門の専従者は除いた。

2億円未満 2億円以上 5億円以上 10億円以上

総    数 82 14 35 13 20

岩　　国 6 3 1 0 2

柳　　井 2 0 1 0 1

周　　南 8 1 1 4 2

防　　府 7 1 3 1 2

山　　口 20 5 8 3 4

宇　　部 21 2 11 3 5

下　　関 12 2 7 0 3

萩・長門 6 0 3 2 1

区分 総数

完成工事高別
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５、各表の地区区分

　　　岩　　国　　岩国市

　　　柳　　井　　柳井市、大島郡、熊毛郡

　　　周　　南　　周南市、光市、下松市

　　　防　　府　　防府市

　　　山　　口　　山口市

　　　宇　　部　　宇部市、山陽小野田市、美祢市

　　　下　　関　　下関市

　　　萩・長門　　萩市、長門市

６、各表の完成工事高

　　　令和６年３月時点の経営事項審査申請書の直近２年分（又は３年分）の平均

　　完成工事高（土木工事等を含む）によった。

７、各表の根基

　（１）人数・平均年齢・給料・手当・計の各欄

　　　　新規・途中採用者を含む全員の平均値である。

　　　超過勤務手当の欄

　　　　超過勤務手当の受給者のみの平均額を別に括弧書として再掲した。

　（２）前年の計の欄

　　　　新規・途中採用者、途中退職者は含まれていない。即ち令和４年 12 月以　

　　降引き続き雇用されている従業員の令和５年 12 月の給料手当の合計である。

　（３）前年比の欄

　　　　（１）の平均値と（２）の平均値について、100 分比で掲げた。

８、各表の数値についての留意事項

　　　各表の地区別、完成工事高別、年齢別等の数値を比較参考する場合は、調査

　　票提出会員の完成工事高別の構成内容、平均年齢、集計された人数等を充分勘

　　案して判断していただきたい。特に一人当り平均給与額の地区別、完成工事高

　　別の格差は、主として年齢別の構成の相違によって生じている傾向が強いので

　　留意のこと。

９、山口県令和６年職員給与に関する報告（参考として報告書末尾に掲載）

　　　今回のポイントは、次のとおりです。

・月例給については、民間給与との均衡を図るため、月例給（給料表）を 2.86％

引上げ、特別給については、期末手当と勤勉手当をそれぞれ 0.05 月分（年間 0.10

月分）引上げる。

・「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）」への対応
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１．職種別 1 人平均給与月額　　〔令和６年 12 月分（賞与は除く）〕

人数 平均年齢 給料 手当 (超過勤務手当) 計 前年の計 前年比

男 31 62.5 493,835 110,623 105,000) 604,459 613,541 98.5

女 1 31.0 100,000 0 0) 100,000 100,000 100.0

男 95 62.6 279,363 112,300 65,995) 391,663 387,200 101.1

女 3 55.7 162,803 58,000 0) 220,803 235,946 93.5

岩　　国 5 68.6 380,000 133,266 0) 513,266 599,188 85.6

柳　　井 1 69.0 250,000 0 0) 250,000 250,000 100.0

周　　南 15 61.9 301,225 109,006 45,318) 410,231 410,318 99.9

防　　府 14 62.5 275,314 89,542 42,518) 364,856 354,646 102.8

山　　口 15 54.3 264,196 158,660 81,790) 422,857 414,427 102.0

宇　　部 24 63.0 277,998 58,422 40,465) 336,421 342,256 98.2

下　　関 10 65.6 277,180 209,931 140,102) 487,111 430,996 113.0

萩・長門 11 68.2 237,272 112,017 28,798) 349,290 336,818 103.7

2億円未満 1 68.0 330,000 40,000 0) 370,000 369,000 100.2

2億円以上 24 60.6 273,972 121,229 83,742) 395,201 369,943 106.8

5億円以上 9 67.8 236,111 79,828 60,000) 315,939 319,500 98.8

10億円以上 61 62.5 287,035 114,764 55,646) 401,799 403,994 99.4

0～19 0 0.0 0 0 0) 0 0 0.0

20～24 0 0.0 0 0 0) 0 0 0.0

25～29 2 26.5 242,000 136,980 27,160) 378,980 408,466 92.7

30～39 1 32.0 252,000 98,000 0) 350,000 403,483 86.7

40～49 10 45.0 279,240 139,562 46,088) 418,802 399,646 104.7

50～59 13 54.5 347,769 118,037 75,145) 465,806 445,360 104.5

60以上 69 68.2 267,972 106,761 72,737) 374,733 373,767 100.2

掲再は当手務勤過超、円 位単士築建級１）１（
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